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令和５(2023)年度日光国立公園アクティビティプロモーション業務 公募型プロポーザル
 質問内容及び回答

質問内容 回答
７ 業務の実施内容（２）広告コンテンツの制作(ｱ)、(ｲ)
ここで指しているコンテンツとは具体的に何でしょうか。
バナー制作をするために撮影が必要ということでしょうか。
既存動画をキャプチャーして画像として使うことを指してい
ますか。
又は既存動画の撮影データを県庁様から支給いただき広告用
に編集することを指していますか。
新規撮影を原則と記載されていますが、動画撮影と画像の写
真撮影のどちらでしょうか。

・アの「コンテンツの目的」及びイの「広告コンテンツの制作」でいうコンテンツと
は、どちらも広告配信で使用するバナーや動画を指します。
・制作方法は以下のとおりです。
 ①アクティビティＰＲ事業
 日光国立公園アクティビティ情報サイト内の写真、動画及び県が提供する写真、動画
を使用して作成する。（動画をキャプチャーして画像として利用することや動画を適宜
編集することは可能）
 ②ＥバイクＰＲ事業（那須＆塩原Ｅバイクトリップサイトに関する広告）
 画像については、新規撮影を原則とする。
 動画については、日光国立公園アクティビティ情報サイト内の動画を使用して作成す
る。（ただし、動画の新規撮影を可とするが、撮影費は当初の契約金額に含むものとす
る。）
 ③ＥバイクＰＲ事業（日光自然博物館奥日光Ｅバイクトリップサイトに関する広告)
 日光国立公園アクティビティ情報サイト内の動画及び県が作成した利用可能な画像リ
ストの写真素材等を使用して作成する。
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①アクティビティＰＲ事業について
県ではアクティビティ予約数のカウントができないため、データの支給はできません。
②ＥバイクＰＲ事業について
 ・Ｒ４年度（Ｒ４.４～Ｒ５.３）の利用者数は以下のとおりです。
  （那須高原44件、塩原温泉54件、那須ガーデンアウトレット13件）
  ※奥日光はR５.４月から稼働開始。
 ・Ｅバイク＆トリップサイトにおける予約までの動線が複雑であること、周知不足等
が、予約数の伸び悩みの一因と思慮されます。

したがって、アクティビティＰＲ事業については、現状のアクティビティ予約数が把握
できないことから、「どの程度の利用者増加に至ることができるか」については、提案
内容の評価には影響しません。
ただし、ＥバイクＰＲ事業については、「どの程度の利用者増加に至ることができる
か」については、提案内容の評価に影響する場合があります。

仕様書に記載されていませんが、
アクティビティ利用者、Eバイク利用者数が増加できる根拠の
ある広告施策と効果測定を行なう、とした場合にデジタル×
リアルで、実際にどの程度の利用者数増加に至ることができ
るかが提案内容の評価にも影響すると理解して宜しいでしょ
うか。事前情報として、現状の利用者数などの開示や利用課
題の支給はございませんでしょうか。
どんな課題に対して施策を行なうことで、どんな解決に繋が
るか、という文脈で考える場合、前提となる利用者増におけ
る課題（実数）を把握させていただきたいと思っています
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